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海部郡特別養護老人ホーム事務組合 海南荘 

入所に係る重要事項説明書 

 

 

 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（徳島県指定 第３６７１４００１３７号） 

 

                                                                                       

                        

 

 

 当施設は利用者に対して指定介護福祉施設サービスを提供します。施設の概要や提供されるサービ

スの内容、契約の際ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。 

 

 ※ 当施設への入所は、原則として要介護認定の結果、要介護１・２と認定された方

 で重点化の特例入所の要件該当者及び要介護３～５と認定された方が対象となりま

 す。ただし、緊急時、又、要介護認定の申請中の方でも入所は可能です。 

                                                                                      

 

 

◇◆目次◆◇ 

 １．施設経営法人  １ 

１ 

２   

２ 

３ 

８ 

10 

10 

11 

11 

12 

12 

12 

 ２．ご利用施設 

 ３．居室の概要 

 

 

 ４．職員の配置状況  

 ５．当施設が提供するサービスと利用料金  

 ６．施設を退所していただく場合（契約の終了）  

 ７．利用者の入退院に係る在籍の取扱について  

 ８．身元引受人  

 ９．苦情の受付について  

 10．個人情報について  

 11．損害賠償  

 12．記載内容の変更  

  13．その他  

 



 2  

１． 施設経営法人（事業者） 

（１）法人名     海部郡特別養護老人ホーム事務組合 

 

（２）所在地     徳島県海部郡海陽町大里字松原３３番地３ 

 

（３）電話番号    (０８８４)７３－２６２６ 

 

（４）代表名氏名   管理者 海陽町長 三浦 茂貴 

 

（５）設立年月    昭和５３年６月１日 

 

２．ご利用施設 

（１）施設の種類   指定介護老人福祉施設・平成１２年２月２９日指定  

            徳島県 3671400137号 

 

（２）施設の目的   

   指定介護老人福祉施設は、介護保険法令に従い、利用者が、その有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるように支援することを目的として、利用者に、日常生活を営むために必

要な居室および共用施設等をご利用いただき、介護福祉施設サービスを提供 します。この施設は、

身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受け

ることが困難な方がご利用いただけます。 

   なお、利用に際しては、管理者との入所契約が必要です。 

 

（３）施設の名称   海部郡特別養護老人ホーム事務組合 海南荘 

 

（４）施設の運営者  社会福祉法人 あしかび会 

 

（５）施設の所在地  徳島県海部郡海陽町大里字松原３３番地３ 

 

（６）電話番号    (０８８４)７３－２６２６ 

 

（７）施設長     施設長  伊藤 聖視 

 

（８）当施設の経営理念及び行動目標 

  （経営理念） 

    当施設は地域に根ざした介護老人福祉施設として、その社会的役割を充分認識し、「信頼」

と「思いやり」を基本理念とし、人の和をはかり、連携を深め、利用者の方々が尊厳を保持しつ

つ、心穏やかに安心して生活ができるように日々取り組んでいきます。 

 

   （行動目標） 

       １．地域住民の方々とは、共助の精神で心のふれあいを大切にし、地域に根ざした施設とし

ての役割を充分認識し、地域社会に貢献していくことを使命とする。 
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       ２．職員にあっては、新しい知識、技術、資格の取得向上を図り、常に自己研鑽に努めるも

のとする。 

（８）開設年月日  平成１２年４月１日 

  

（９）入所定員   ５０人                                                           

 

３．居室の概要 

（１）居室等の概要 

   当施設では以下の居室・設備をご用意しています。 

居室・設備の種類 室 数 備             考 

 静養室  １室   

２人部屋 ３室   

４人部屋 1 1室   

合  計 １５室   

   食   堂 １室   

   機能訓練室 

 

１室  

 

〔主な設置機器〕 

 平行棒等 

   浴   室 １室   一般浴槽・特殊浴槽（仰臥位入浴用・座位入浴用） 

   医 務 室 １室     

 ※ 上記は、厚生労働省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務づけられている

施設・設備です。 

 ☆ 居室の変更 

    利用者、又は身元引受人、家族から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状

況により施設と利用者、又は身元引受人との間で協議のうえ決定します。 

    利用者並びに他の利用者の心身の状況変化、又は新規利用者の入所時等事業所の判断により

居室を変更する場合があります。 

 

４．職員の配置状況 

   当施設では、利用者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職種の職

員を配置しています。 

  〈主な職員の配置状況〉※職員配置については、指定基準を遵守しています。 

職          種  職 員 数 

 １．施設長 １名    

 ２．介護職員 １５名以上  

 ３．生活相談員 １名以上  

 ４．看護職員 ３名    

 ５．機能訓練指導員 １名    

 ６．介護支援専門員 １名以上  

 ７．医師（非常勤） １名    

 ８．栄養士 １名    
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  〈主な職種の勤務体制〉 

職     種 勤 務 体 制 

 １．医  師  原則 水曜日 週１回        

 ２．介護職員 

 

 

 

 

 

 標準的な時間帯における最低配置人員 

 早出     ６：３０～１５：１５   １名 

 早出（□早）   ７：３０～１６：１５      １名 

 日勤     ８：３０～１７：１５   ２名 

 遅出     ９：４５～１８：３０      ３名 

 夜勤    １６：４５～ ９：４５   ２名 

 ３．看護職員 

 

 

 

 標準的な時間帯における最低配置人員 

 早出     ８：００～１６：４５   １名 

 日勤     ９：００～１７：４５      １名 

 遅出     ９：４５～１８：３０   １名 

 ※ 夜間勤務体制につきましては、介護職員２名で勤務しています。 

 

５．当施設が提供するサービスと利用料金 

   当施設では、利用者に対して次のサービスを提供します。 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額を利用者に負担いただく場合 

  

  

 

（１）利用料金が介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第５条参照） 

    以下のサービスについては、居住費、食費を除き通常、介護保険負担割合証に記載された負担

割合の残りの割合が介護保険から給付されます。 

  ①サービスの概要 

  （ア）居室の提供 

  （イ）食事 

      ・当施設では、栄養士により利用者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。 

     ・利用者の自立支援のため、離床して食堂にて食事をとって頂くこととしていますが利用

者の心身の状況、その他の事由により居室で食事をとって頂くこともあります。 

     ・利用者の病状等に応じて、医師の発行する食事箋に基づいた「療養食」を提供します。 

  （ウ）入浴 

     ・入浴は週２回、清拭は随時行います。 

     ・寝たきりの方に対しても特殊浴槽を使用して入浴することができます。 

  （エ）排泄 

     ・排泄の自立を促すため、利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

  （オ）機能訓練（生活リハビリ） 

     ・看護職員，介護職員により、利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を過ごされるの

に必要な機能の回復又はその減退を防止するための生活リハビリを実施します。 

  （カ）健康管理 

     ・医師や看護職員が、健康管理を行います。 

  （キ）その他自立への支援 

     ・寝たきり防止のため、できるかぎり離床介助を行います。 
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     ・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容を行います。 

  （ク）重度化への対応 

     ・利用者の重度化に対して、医師、看護職員、介護職員、栄養士、生活相談員等が連携し、

緊急時には夜間においても看護職員との連絡が取れるように体制を整備し、的確な看護指示が行える

２４時間体制の確保を行うとともに、常に看護職員から医師への連絡及び協力病院への受診が可能と

なる体制を整備します。 

 

 ②サービス利用料金（１日当たり）  
    （ア）介護給付サービスによる料金（介護保険負担割合証が１割の利用者） 

 

       要介護度 

 

 要介護１ 

 

 要介護２ 

 

 要介護３ 

 

 要介護４ 

 

 要介護５ 

① サービス利用料金   5,890円  6,590円  7,320円  8,020円  8,710円 

② うち、介護保険から給

  付される金額 
  5,301円   5,931円   6,588円   7,218円   7,839円 

③ サービス利用に係る自

  己負担額（①－②） 
    589円     659円     732円     802円     871円 

④  居住費に係る利用者負

  担額 （注１） 
    915円     915円     915円     915円     915円 

⑤ 食費に係る利用者負担

  額   （注１） 
  1,445円   1,445円   1,445円   1,445円   1,445円 

⑥ 自己負担額合計 

    （③＋④＋⑤）   2,949円   3,019円   3,092円   3,162円   3,231円 

    
 （イ）介護給付サービスによる料金（介護保険負担割合証が２割の利用者） 

 

       要介護度 

 

 要介護１ 

 

 要介護２ 

 

 要介護３ 

 

 要介護４ 

 

 要介護５ 

① サービス利用料金   5,890円  6,590円  7,320円  8,020円  8,710円 

② うち、介護保険から給

  付される金額 
  4,712円   5,272円   5,856円   6,416円   6,968円 

③ サービス利用に係る自

  己負担額（①－②） 
  1,178円   1,318円   1,464円   1,604円   1,742円 

④  居住費に係る利用者負

  担額 （注１） 
    915円     915円     915円     915円     915円 

⑤ 食費に係る利用者負担

  額   （注１） 
  1,445円   1,445円   1,445円   1,445円   1,445円 

⑥ 自己負担額合計 

    （③＋④＋⑤）   3,538円   3,678円   3,824円   3,964円   4,102円 

 
 
 
 
 
 



 6  

（ウ）介護給付サービスによる料金（介護保険負担割合証が３割の利用者） 
 

       要介護度 

 

 要介護１ 

 

 要介護２ 

 

 要介護３ 

 

 要介護４ 

 

 要介護５ 

① サービス利用料金   5,890円  6,590円  7,320円 8,020円  8,710円 

② うち、介護保険から給

  付される金額 
  4,123円   4,613円  5,124円   5,614円   6,097円 

③ サービス利用に係る自

  己負担額（①－②） 
  1,767円   1,977円   2,196円   2,406円   2,613円 

④  居住費に係る利用者負

  担額 （注１） 
    915円     915円     915円     915円     915円 

⑤ 食費に係る利用者負担

  額   （注１） 
  1,445円   1,445円   1,445円   1,445円   1,445円 

⑥ 自己負担額合計 

    （③＋④＋⑤） 
  4,127円   4,337円   4,556円   4,766円   4,973円 

  注１ 下記、居住費（エ）・食費(オ)に係る利用者負担額については、負担限度額認定を受けて

いる場合には認定証に記載している負担限度額とします。 

 

（エ）居住費：居住に関するサービス（光熱水費及び室料） 

     この施設及び設備を利用し入所されるにあたり、多床室利用の方には光熱水費相当額をご

負担していただきます。 

 

居住（入所） 
に要する費用 

月  額 
（30日当り） 

通  常 
（第４段階） 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第１段階 第２段階 第３段階 

多床室 
（２・４人室） 

 
27,450 円 

１日 
915 円 

１日 
0 円 

１日 
430 円 

１日 
430 円 

 

（オ）食費：食事に関するサービス（食材料費及び調理費） 

     利用者に提供する食事の材料費及び調理費にかかる費用です。実費相当額をご負担してい

ただきます。 

食事の提供に
要する費用 

月  額 
（30日当り） 

通  常 
（第４段階） 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 

  
43,350 円 

１日 
1,445 円 

１日 
300 円 

１日 
390 円 

1日 
650 円 

１日 
1,360 円 
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（カ）介護給付サービス（各種加算）による料金 

    （Ⅰ）初期加算：利用者が新規に入所及び３０日を超える入院後、再び入所した場合３０日 

          間加算 

  介護保険負担 
 割合証が１割 
 の利用者 

 介護保険負担 
 割合証が２割 
 の利用者 

 介護保険負担 
 割合証が３割 
 の利用者 

①  サービス利用料金       300円       300円       300円 

②  うち、介護保険から給付される金額        270円       240円        210円 

③ 自己負担（①－②）         30円        60円         90円 

 

（Ⅱ）福祉施設外泊時費用加算：利用者が入院又は外泊した場合６日を限度として加算 

 
介護保険負担 
割合証が１割 
の利用者 

介護保険負担 
割合証が２割 
の利用者 

 介護保険負担 
 割合証が３割 
 の利用者 

① サービス利用料金      2,460円      2,460円      2,460円 

② うち、介護保険から給付される金額      2,214円      1,968円      1,722円 

③ 自己負担（①－②）        246円        492円        738円 

   

（Ⅲ）療養食加算：医師の指示に基づき療養食を提供した場合で１日３回を限度として加算 

                        (1 回当たり) 

 
 介護保険負担 
 割合証が１割 
 の利用者 

 介護保険負担 
 割合証が２割 
 の利用者 

 介護保険負担 
 割合証が３割 
 の利用者 

① サービス利用料金         60円         60円         60円 

② うち、介護保険から給付される金額         54円         48円         42円 

③ 自己負担（①－②）          6円         12円        18円 

   

（Ⅳ）看護体制加算Ⅰ イ 

  介護保険負担 
 割合証が１割 
 の利用者 

 介護保険負担 
 割合証が２割 
 の利用者 

 介護保険負担 
 割合証が３割 
 の利用者 

① サービス利用料金         60円         60円         60円 

② うち、介護保険から給付される金額         54円         48円         42円 

③ 自己負担（①－②）          6円         12円         18円 
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（Ⅴ）サービス提供体制強化加算Ⅱ 

 

介護保険負担 
割合証が１割 
の利用者 

 介護保険負担 
 割合証が２割 
 の利用者 

 介護保険負担 
 割合証が３割 
 の利用者 

① サービス利用料金       180円        180円        180円 

② うち、介護保険から給付される金額       162円        144円        126円 

③ 自己負担（①－②）        18円         36円         54円 

  

（Ⅵ）安全対策体制加算：利用開始時 1回のみ加算される 

 
介護保険負担 
割合証が１割 
の利用者 

 介護保険負担 
 割合証が２割 
 の利用者 

 介護保険負担 
 割合証が３割 
 の利用者 

① サービス利用料金       200円        200円        200円 

② うち、介護保険から給付される金額       180円        160円        140円 

③ 自己負担（①－②）        20円         40円         60円 

（Ⅶ）(a) 介護職員等処遇改善加算Ⅱ 

                  居住費、食費を除く介護サービス費合計の 13.6％ 

  ※（ア）～（カ）については給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の      

負担額を変更します。 

 

（２）利用料金が介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第６条参照） 

   以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。 

   （サービスの概要及び利用料金） 

① 居住費 居室内トイレ設置なし 430円（第2・3段階１日あたり）。介護保険負担限度額の認定を受

けていない入所者（第４段階）の場合、１日915円。第1段階を0円とします。 

② 特別な食事 

     利用者のご希望に基づいて特別な食事（提供する食事以外）を提供します。 

      利用料金：通常の料金から要した費用の差額 

③ 理美容サービス 

          利用者のご希望により、理美容師の出張による理美容サービスをご利用いただけます。 

      利用料金：要した費用の実費 

   その他、管理者が必要と認めるサービス（日常生活上必要となる諸費用実費） 

その他日常生活品の購入代金等利用者の日常生活に要する費用で利用者にご負担いた 

だくことが適当であるものにかかる費用（実費）等をご負担していただきます。 

④電気の使用  

電気器具名 テレビ 掛毛布 敷毛布 アンカ ＣＤラジカセ 

１日当たり 30円 40円 30円 10円          5円 
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⑤ 記録の交付 

            サービスの提供内容について記録の写しをご希望の場合、個人情報に関する開示請求書 

の提出が必要となります。又、複写に関する費用を負担していただきます。 

            料金 単色（１枚１０円）・多色（１枚３０円） 

⑥ 利用者が医療機関等への入院している期間については、入院している間の居住費をご負担     

していただきます。 

 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第８条参照） 

   基本的には、前記の料金・費用は、１ヶ月ごとを単位とし請求させて頂き、翌月２０日頃に口

座からの自動引き落とし、若しくは窓口による現金払いの方法とさせていただきます。（１ヶ月に

満たない期間のサービスに対する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

 

（４）利用料金の変更（契約書第９条参照） 

     介護給付費体系の変更若しくは経済状況等の著しい変化、その他やむを得ない事由により利用

料金を変更する場合、事業者は利用者と身元引受人に対して口頭、書面等にて説明し、同意いただ

けるようにします。 

 

（５）入所中の医療の提供について 

    事業所の協力医療機関は下記のとおりです。利用者及び身元引受人の希望、又は嘱託医並びに

当施設の看護師の判断により医療を必要とする場合は協力医療機関において診療・入院治療を受け

ることができます。但し協力医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。

又、協力医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありません。 

 

  ①協力医療機関 

 医療機関の名称  町立 海南病院 

 所 在 地         海陽町四方原字広谷16－1 

 診 療 科         内科・外科・整形外科等 

 

  ②協力歯科医療機関 

 医療機関の名称  ヒロタ歯科   山石歯科 

 所 在 地         海陽町四方原字町内48－1   海陽町奥浦字一宇谷1-15 

 

（６）利用者の預り金の管理について 

   利用者の預り金については原則、少額のみで現金にて管理をさせていただきます。 

   但し、利用者の心身の状況並びに身元引受人の事情を考慮し、阿波銀行の通帳口座、又は比較 

的高額の現金も管理させていただくこともあります。通帳管理をしている利用者は、必要経費等の

出納に関しては担当職員により代行処理をさせていただきます。 

   利用料金等領収書、通帳残高明細については、利用者、又は身元引受人と協議のうえ、定期的

に身元引受人へ発送いたします。（通帳残高明細については複写したものを発送いたします。）利用

者については、その都度適宜、確認頂くものとさせていただきます。 

     その他、預り金の管理については、入所者預り金規程及び入所預り金規程細則に従い管理を行

うものとします。 
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（７）介護保険要介護認定の代行申請について 

   指定介護老人福祉施設である「海南荘」を代行人と定め要介護認定を代行します。 

   なお、利用者、又は身元引受人からの申し出により何時でも代行を解除できるものとします。 

 

６．施設を退所していただく場合（契約の終了）（契約書第１８条参照）） 

   当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事由がな

い限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場

合には、当施設との契約は終了し、利用者に退所していただくことになります。 

 ①要介護認定の更新等により非該当（自立）又は要支援と認定された場合並びに要介護１・  

  ２と認定された方で「重点化の特例入所」に該当しなかった場合 

 ②事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合 

 ③施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合 

 ④当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

 ⑤利用者、又は身元引受人から退所の申し出があった場合（詳細は下記(１)を参照下さい。） 

 ⑥事業者から退所の申し出を行った場合（詳細は下記(２)をご参照下さい。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

（１）利用者、又は身元引受人からの退所の申し出（中途解約・契約解除）（契約書第１９条・第２

０条参照） 

   契約の有効期間であっても利用者、又は身元引受人から当施設からの退所を申し出ることがで

きます。その場合には、退所を希望する日の７日前までに通知してください。 

   但し、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。 

 ①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

 ②施設の運営規程の変更に同意できない場合 

 ③利用者が長期入院に至った場合 

 ④事業者若しくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める福祉施設サービスを実施 

 しない場合 

 ⑤事業者若しくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

 ⑥事業者若しくはサービス従事者が故意又は過失により利用者等の身体・財産・信用等を傷 

 つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

 ⑦他の利用者が利用者等の身体・財産・信用等を傷つけた場合若しくは傷つける恐れがある 

 場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（２）事業者からの申し出により退所していただく場合（中途解約・契約解除）（契約書第２１条参

照） 

    以下の事項に該当する場合には、当施設から退所していただくことがあります。 

 ①利用者、又は身元引受人、家族が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項に 

 ついて、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大 

な事情を生じさせた場合 

 ②利用者、又は身元引受人によるサービス利用料金の支払いが２ケ月連続して滞納し、１ケ 

 月の期間を定めた催告にも関わらずこれが支払われない場合 

 ③利用者等が、故意又は重大な過失により事業者又は従事者若しくは、他の利用者等の身体 

・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うこと等によって、本契約を継続しがた 
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い重大な事情を生じさせた場合 

 ④利用者等の言動が従事者や他の利用者等の生命・身体・健康に重大な影響を及ぼす恐れが 

 あり十分な介護を尽くしても防止できない。又は防止できないと判断した場合 

⑤利用者が、長期間病院又は診療所に入院すると見込まれる場合。若しくは入院した場合 

⑥利用者が、他の介護保険施設等に入所した場合 

⑦利用者、又は身元引受人、並びに家族が、事業者や事業所の職員に対して禁止行為を繰り返

す等、契約を継続し難いほどの背任行為を行った場合、事業者は、文書等で通知することにより

３０日程度の猶予期間をもってサービスを終了することを求めることもあります。 

※サービス利用にあたっての禁止行為 

 １．事業所の職員に対して行う暴言・暴力・いやがらせ・誹謗中傷などの迷惑行為 

 ２．パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、ケアハラスメント、カスタマーハラス

  メントなどの行為 

 ３．サービス利用中にご契約者本人以外の写真や動画の撮影、また録音などをインターネッ

  トなどに掲載すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

（３）円滑な退所のための援助（契約解除） （契約書第２２条参照） 

     事業者は、利用者が当施設を退所する場合には、利用者、又は身元引受人、家族の要望、利用

者の心身の状況、置かれている環境などを勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助を利用者及

び身元引受人に対して速やかに行います。 

 ①適切な病院若しくは診療所又は介護保険施設等の紹介 

 ②居宅介護支援事業者の紹介 

 ③福祉サービス又は保健医療サービス提供者の紹介 

 ④その他利用者が在宅で生活するために必要な助言等 

  

  

 

 

 

７．利用者の入退院に係る在籍の取扱について（契約書第２３条参照） 

   当施設への入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通りです。 

 （１）入院し３か月以内の期間の利用者 

    入所者名簿に氏名があり再入所することができます。 

 

 （２）入院し３か月を超える期間の利用者 

        退所扱いとなりますが、入所希望があれば再入所の申込ができます。空床があれば入所可能

ですが、空床がない時は以下のとおりとします。 

        ①下記特例入所の（ウ）に該当される方のみ再入所することができます。 

        ②再度、入所申込書の提出が必要となります。 

 

     ※「定員超過の特例入所」 

     （ア）老人福祉法第１１条第１項第２号の規定による市町村が行った措置による入所によ

りやむを得ず入所された場合。 

          （イ）当施設の利用者であった者が指定介護老人福祉施設基準第１９条の規定により入院

をしている場合に、当初の予定より早期に当施設への再入所が可能となった時であって、その時点で

当施設が満床だった場合。 

          （ウ）近い将来、海南荘に入所することが見込まれる方が、その家族が急遽入院したこと
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より在宅生活を継続することが困難となった場合など、その事情を勘案し入所されることで入所定員

を超える場合。 

         上記事由の場合、特養が満床であっても、（ア）（イ）で２名。（ウ）で２名ま

では併設の短期入所利用に係る空床を特養として利用することができる制度。 

 

 ８．身元引受人 

（１）身元引受人の届出（契約書第３条参照） 

   契約締結にあたり、事業者は、利用者の急変時及び死亡した場合、又は心神喪失その他の事由

により判断能力を失っている場合（入所申請時においても同様）を考慮し、利用者に身元引受人を定

めるものとします。 

   身元引受人は、この契約に関する利用者の事業者に対する利用料等について利用者と連帯して、

又は利用者に代わって責任を負うとともに次に定める事項についても同様の責任を負うものとしま

す。 

①利用者が医療機関に入院する場合、入院手続きや入院費等の医療費の支払い 

②契約の終了に伴う利用者の受け入れ 

③利用者が死亡した場合、遺体の引き取り、遺留金の処理その他必要な事項 

④前各号のほか、利用者の身上に関する必要な事項 

     身元引受人が死亡又はその他の事由によりその資格を喪失した時は、利用者又は新たに身元引

受人となる者が、事業者にその旨を報告するものとします。 

     利用者は、やむを得ない事情がある時は管理者の承認により身元引受人を定めないことができ

るものとします。 

 

（２）身元引受人による残置物の引取等（契約書第２４条参照） 

     本契約が終了した後、利用者の残置物がある場合には、身元引受人に連絡のうえ、２週間以内

に残置物を引き取っていただきます。（特段の事情がある場合は速やかにその旨の連絡を下さい）。

又、相当期間が過ぎても引き取りに来荘されない場合には、処分させていただきます。（要した費用

については、身元引受人の負担とします。） 

 

９．苦情の受付について（契約書第２５条参照） 

（１）当施設における苦情の受付 

   当施設における苦情やご相談は以下の専門窓口で受け付けます。 

    ○苦情解決責任者 

     〔職名〕施設長      伊藤 聖視 

    ○苦情受付窓口（担当者） 

     〔職名〕介護支援専門員  宍戸 由紀 

生活相談員    牧  志帆 

    ○受付時間    毎週月曜日～金曜日  

              ８：３０～１７：４５ 

       ○電話番号    ０８８４－７３－２６２６  
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（２）行政機関その他苦情受付機関 

海陽町介護保険担当課 
 所在地  海部郡海陽町奥浦字新町44番地  
 電話番号 ０８８４－７３－４３１２ 
 受付時間  ８：３０～１７：１５ 

国民健康保険団体連合会 
 所在地  徳島市川内町平石若松７８－１ 
 電話番号 ０８８－６６５－７２０５ 
 受付時間  ８：３０～１７：１５ 

 

(３)第三者委員 

○  蛭子 美恵子 

○  槙谷 三恵子 

     ※ 上記の第三者委員にも直接苦情を申し出ることもできます。 

 

10．個人情報について（契約書第１２条参照） 

（１）守秘義務 

     事業者及び全ての関係する従事者は、施設サービスを提供するうえで知り得た利用者、又は身

元引受人、家族に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は本契約が終了

した後も継続します。 

 

（２）個人情報の利用について 

   事業者が管理する書類等において客観的に必要と認められる場合においては、他の利用者の記

録等に利用者等の氏名、施設での言動等を記録することがあります。又、緊急な医療上の必要性があ

る場合には、医療機関に利用者に関する心身の情報を提供することがあります。 

 

11．損害賠償（契約書第１５条、第１６条参照） 

     当施設において、施設の責任により利用者に生じた損害については賠償します。但し、その損

害の発生について、利用者の故意又は過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況等を

勘酌して減額するのが相当と認められる場合には、施設の損害賠償責任を減じさせていただきます。 

 

12．記載内容の変更（契約書第３０条参照） 

     法改正、又はその他の事由により重要事項説明書の内容に変更がある場合は、覚書を取り交わす

ことで変更内容に同意したものとみなすことができるものとします。 

 

13．その他 

（１）事故防止及び発生時の対応（契約書第２６条参照） 

     事業者は、あらゆる事故のケースを想定した万全の態勢を整えるものとします。万一、事故が

発生した場合には、身元引受人、市町村等関係機関に連絡を行うとともに、迅速かつ誠意をもって必

要な措置を講じるものとします。事故の状況や事故に際してとった処置について記録し事故原因の解

明、再発防止に努めるものとします。又、「事故防止検討委員会」を設置し施設内の研修に取り組ん

で参ります。 

 

（２）身体拘束ゼロへの取り組み（契約書第２７条参照） 

     事業者は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除
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き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。やむなく行う場合は事前に利用者及

び身元引受人に対して説明を行い文書で同意を得たうえで行います。又、経過状況を記録し随時、必

要の有無について見直しを行うものとします。又、「身体拘束廃止委員会」を設置し施設内の研修に

取り組んで参ります。 

 

（３）虐待防止に関する事項について（契約書第２８条参照） 

     事業者は、虐待を防止するために「虐待防止委員会」の設置及び研修を職員に対して定期的に

行います。そのために、虐待防止に関する責任者の選定及び措置を講じます。必要性に応じて成年後

見人制度の利用支援も行います。また、サービス提供中に当該施設職員又は養護者（入所者の家族等

高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに市町村

へ通報します。 

 

（４）感染症・食中毒予防（契約書第２９条参照） 

     事業者は、感染症及び食中毒の予防のため「感染症対策委員会」を設置し万全の態勢を整える

ものとします。万一、感染症が発生した場合には、速やかに市町村等関係機関と連携し迅速かつ適切

な対応を行い、施設内外へのまん延を防ぐものとします。 

 

（５）医療機関への受診について 

   海部郡内の医療機関への受診に係る送迎については当施設の公用車にて職員が運転し原則、送

迎時における急変時の対応のため、もう１名の職員が同乗します。受診時の付き添いについても原則、

職員が対応しますが以下の事項に該当し家族等が付き添いをすることが客観的に見て適当と判断した

場合は当施設と家族等との協議のうえ家族等に受診時の付き添いを依頼することがあります。 

     ①定期的な受診で状態も安定しているとき 

   ②診察に時間を要することが想定されるとき 

   ③家族等が医師等に各種書類等の記載を依頼するとき 

     一方、脳外科、泌尿器科等のある海部郡外の医療機関への受診の希望がある場合は身元引受人、

ご家族で対応していただきます。身元引受人、ご家族での通院が困難な場合は介護タクシー等を紹介

させていただきます。 

      但し、協力医療機関から海部郡外の医療機関への受診の指示があった場合において、身元引受

人、ご家族での対応（介護タクシー等の利用も含む）が困難な時は初診に限り看護師が付き添いのも

と当施設の公用車で対応させていただきます。 

      なお、受診日については当事業所職員の勤務日等諸事情により変更していただく場合がありま

す。 

 

（５）入院時の洗濯代、オムツ等の購入について 

     利用者が入院された場合の洗濯については、当施設では行っておらず身元引受人、ご家族に依

頼しております。但し、身元引受人、ご家族が遠方等のため困難な場合は代行事業者を紹介させてい

ただきます。 

     又、入院時に使用されるオムツ、その他の日常生活用品の購入についても身元引受人、ご家族

に自己負担で購入していただきます。 

（６）非常災害対策について 

     火災、天災（地震・風水害）時の対応については、消防計画、地震防災規程、地震（津波）・

火災対応マニュアルに沿って定期的に利用者も参加された訓練を行っています。又、定期的に計画等
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の見直しを行っています。 

 

（７）不審者侵入防止について 

     不審者による事故防止のため、来荘時は面会記録への記入をお願いしています。正当な理由も

なく事業所からの要請、質問にも答えず強引に施設内に侵入した場合、その他危害が及ぶことが予想

される場合は警察へ連絡し利用者等の身体の安全確保に努めます。 

 

 指定介護老人福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面等に基づき重要事項の説明を行いまし

た。 

 

 

                              令和   年   月   日 

 

海部郡特別養護老人ホーム事務組合 海南荘  

 

                                 説明者氏名                    印 

 

 

  私は、本書面等に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定介護老人福祉施設サービスの提

供開始に同意しました。 

 

                                    利 用 者 住 所                                

 

                                    氏     名                                    印 

 

 

                                    身元引受人住所                                      

 

                                    氏     名                                    印 

 

 ※  この重要事項説明書は、厚生労働省令第３９号（平成１１年３月３１日）第４条の規定に基

づき利用者、又は身元引受人、ご家族への重要事項説明のために作成したものです。 
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＜ 重要事項説明書付属文書 ＞ 

 

１．施設の概要 

（１）建物の構造  鉄骨鉄筋コンクリート造  

（２）建物の延べ床面積 １７０８.５５㎡ 

（３）併設事業 

    当施設では、次の事業を併設して実施しています。 

     〔短期入所生活介護〕令和７年４月１日指定 徳島県 3671400558号 （定員４名） 

 

 

２．職員の配置状況 

〈配置職員の職種〉 

  生 活 相 談 員        － 利用者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。（介護支援

専門員と兼務） 

 

  介 護 職 員        － 利用者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行いま

す。 

 

   栄 養 士         －  献立の作成、栄養価計算、給食記録の整備を行います。 

             

  看 護 職 員        － 主に利用者の健康管理や療養上の看護を行いますが、日常生活上の介護、

介助等も行います。 

 

  機能訓練指導員  － 主に利用者の機能回復訓練指導を行いますが、日常生活上の介護、介助等

も行います。 

 

  介護支援専門員 － 利用者に係る施設サービス計画（ケアプラン）を作成します。 

 

  医 師        － 利用者に対して健康管理及び療養上の指導を行います。（非常勤） 
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３．契約締結からサービス提供までの流れ （契約書第４条参照） 

   利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成する「施設  

サービス計画（ケアプラン）」に定めます。 

   施設サービス計画（ケアプラン）の作成及びその変更は次のとおり行います。 

 

    

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 ①当施設の介護支援専門員（ケアマネージャー）が施設サービス計画 

 の原案作成やそのために必要な調査等の業務を担当します。 

   

   

                                                                         

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 ②介護支援専門員は、作成した施設サービス計画の原案について、利

  用者及び身元引受人に対してサービス内容を説明し、同意を得たう 

  えで決定・交付します。 

     又、施設サービス原案作成は、利用者、又は身元引受人、家族の 

   希望を勘案し、施設内のサービス担当者の専門的な意見を求めて行 

   います。（サービス担当者会議） 

   

   

 

 

 

 

                                                                         

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③施設サービス計画は、利用者の心身の状態の変化があった場合や要

  介護認定有効期間等に応じて、定期的に変更の必要があるかどうか 

  を確認し、変更の必要ある場合には、モニタリングの結果、利用者、

   又は身元引受人、家族の希望やサービス担当者の意見等に基づき、 

  施設サービス計画を変更します。 

     又、３ケ月に一度は、サービス担当者会議を開催し、変更の必要 

   のある場合は施設サービス計画を変更します。 

   

   

   

   

 

 

 

                                                                         

                                                                         

 

 

 

 

 ④施設サービス計画が変更された場合には、利用者及び身元引受人に

  対して説明を行い、その内容に同意をいただき、変更された施設サ 

  ービス計画書を交付します。 
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４．サービス提供における事業者の義務 

   事業者及びサービス従事者は、利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを遵守

します。 

（１）利用者の生命、身体、財産の安全確保に配慮します。 

 

（２）利用者の体調、健康状態を常に把握し、必要な場合には、医師又は看護師と連携のうえ、 利用

者等から聴取、確認のうえで健康管理に必要な措置を行います。 

 

（３）非常災害に関する具体的計画を作成するとともに、非常災害に備えるために、定期的に避難、

救出その他必要な訓練を行います。 

 

（４）契約を受けている要介護認定の有効期間満了日の３０日前までに、要介護認定の更新申請の援

助を行います。 

 

（５）施設サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後５年間保管します。利用者、

身元引受人から記録の閲覧、複写を求められた場合には、原則として、これに応じます。なお、求め

に際しては､個人情報に関する開示請求書に記載いただき、申請者を証明する為の書類の複写とともに

提出していただきます。（開示請求書に基づく記録の複写に係る費用は実費負担となります。） 

 

（６）利用者に対する隔離、身体拘束、薬剤投与、その他の方法により利用者の行動を制限する等の

行為は行いません。但し、利用者又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない

場合には記録を記載するなど適正な手続きにより事前に利用者及び身元引受人に対し行動制限の根

拠、内容、見込まれる期間及び実施される期間について説明します。 

 

（７）事業者及び全ての関係する従事者は、施設サービスを提供するうえで知り得た利用者、又は身

元引受人、家族に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は本契約が終了

した後も継続します。但し、事業者が管理する書類等において客観的に必要と認められる場合におい

ては、他の利用者の記録等に利用者等の氏名、施設での言動等を記録することがあります。 

又、利用者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情

報を提供します。 

その他、利用者の円滑な退所に資することを目的として、居宅介護支援事業所の介護支援専門

員等に対し、契約、心身の状況等に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書にて利用者、又は

身元引受人の同意を得ます。 

 

５．施設利用の留意事項 

    当施設のご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての快適性、安全

性を確保するため、下記の事項をお守りください。 

（１）持ち込みの制限 

     入所にあたり、日常生活必需品以外の物（冷蔵庫等）は、原則として持ち込むことができま

せん。 

     ※ 利用者等の希望によりテレビ、CDラジカセ、電気毛布等の持ち込みについては、お申し

出下さい。 
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（２）面会 

    面会時間  ９：００～２０：００ 

       ※ 来訪者は、必ずその都度面会記録にご記入下さい。 

         なお、来荘される場合、お菓子等食料品の持ち込みは介護職員又は看護職員とご相談

ください。 

※ 感染症流行時は、面会の制限又は禁止の措置をとる場合があります。 

（３）外出・外泊 

     外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。 

（４）食事 

     食事が不要な場合は、前日までにお申し出下さい。 

（５）施設・設備の利用上の注意  （契約書第１３条参照） 

    ①居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

   ②施設サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、利用者の

居室に立ち入り、必要な措置をとることを認めるものとします。但し、その場合、利用者のプラ

イバシー等の保護について十分な配慮を行います。  

      ③施設の建物、設備、備品等について故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損若しくは変

更した場合には、自己の責任において原状に復するか、又は相当の代価をいただくものとします。 

（６）禁止行為 （契約書第１４条参照） 

      ①利用者等が故意又は重大な過失により施設又は従事者若しくは他の利用者等の生命、身体、

財産、信用等を傷つけ著しい不信行為を行うこと。 

      ②施設又は従事者若しくは他の利用者等に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営

利活動を行うこと。 

      ③施設内の喫煙スペース以外での喫煙 

      ④その他決められた以外の物の持ち込み 


